
1

競 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示

国 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定

め る 政 令 （ 昭 和 5 5 年 政 令 第 3 0 0 号 ） 第 ４ 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 裁 判 所 の 建 設 工 事 及 び 測 量 等 の

業 務 に 関 す る 競 争 契 約 の 参 加 資 格 を 得 よ う と す る

者 の 申 請 方 法 等 に つ い て 、 次 の と お り 公 示 し ま す 。

な お 、 既 に 有 効 期 限 を 平 成 2 5 年 ３ 月 3 1 日 ま で と

す る 資 格 を 有 す る 者 は 、 こ の 公 示 す る と こ ろ に よ

る 申 請 は 必 要 あ り ま せ ん 。

平 成 2 3 年 ４ 月 2 6 日

最 高 裁 判 所 事 務 総 局 経 理 局 長 林 道 晴

◎ 調 達 機 関 番 号 0 0 3 ◎ 所 在 地 番 号 1 3

１ 契 約 の 種 類 及 び 区 分

 工 事 種 別

建 設 工 事 ： 建 築 一 式 工 事 、 プ レ ハ ブ 工 事 、

左 官 工 事 、 と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事 、

電 気 工 事 、 管 工 事 、 ほ 装 工 事 、 塗 装 工 事 、 防

水 工 事 、 内 装 仕 上 工 事 、 機 械 器 具 設 置 工 事 、

電 気 通 信 工 事 、 造 園 工 事 、 建 具 工 事 、 消 防 施

設 工 事
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 業 務 種 別

測 量 等 ： 測 量 、 建 築 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン

ト 業 務 、 地 質 調 査 業 務

２ 受 付 の 申 請 の 時 期

裁 判 所 の 休 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 6 3 年 法 律 第

9 3 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 裁 判 所 の 休 日 （ 以 下

「 休 日 」 と い う 。 ） を 除 く 毎 日 の 、 ９ 時 3 0 分 か

ら 1 2 時 ま で 及 び 1 3 時 か ら 1 6 時 ま で 。

な お 、 参 加 し よ う と す る 入 札 ま で に 余 裕 を も

っ て 申 請 を 行 わ な い 場 合 に は 、 参 加 希 望 入 札 等

に 間 に 合 わ な い こ と が あ る の で 、 留 意 す る こ と 。

３ 申 請 の 方 法

 申 請 書 の 入 手 方 法 等

最 高 裁 判 所 ホ ー ム ペ ー ジ の 下 記 の ア ド レ ス

に ア ク セ ス し て 、 裁 判 所 所 定 の 「 一 般 競 争

（ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 審 査 申 請 書 （ 建 設 工

事 ） 」 及 び 「 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格

審 査 申 請 書 （ 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト

等 ） 」 を 、 ダ ウ ン ロ ー ド す る こ と が で き る 。

h t t p : / / w w w . c o u r t s . g o . j p / t y o t a t u / z y o h o /
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i n d e x . h t m l

 申 請 書 の 提 出 方 法

ア 文 書 に よ り 申 請 す る 者 は 、 原 則 と し て 、

申 請 者 の 本 社 所 在 地 の 区 分 に 応 じ 、 別 記 に

掲 げ る 提 出 場 所 に 、 次 に 掲 げ る イ 又 は ウ の

申 請 書 類 を 、 提 出 要 領 に 記 載 の 方 法 に 従 い 、

郵 送 （ 書 留 郵 便 に よ る 。 ） 又 は 持 参 に よ り

提 出 す る 。

な お 、 申 請 に あ た っ て は 、 １ か 所 に 提 出

す れ ば 足 り る も の で あ り 、 重 複 申 請 の な い

よ う 注 意 す る 。

イ 建 設 工 事 に 係 る 申 請 書 類

 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 審 査 申

請 書 （ 建 設 工 事 ）

 添 付 書 類

 業 態 調 書

 営 業 所 一 覧 表

 総 合 評 定 値 通 知 書 の 写 し （ 競 争 参 加

資 格 の 審 査 の 申 請 を す る 日 の 直 前 に 受

け た 建 設 業 法 （ 昭 和 2 4 年 法 律 第 1 0 0 号 ）
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第 2 7 条 の 2 9 第 １ 項 の 請 求 に よ り 国 土 交

通 大 臣 又 は 都 道 府 県 知 事 か ら 通 知 さ れ

た も の で 、 そ の 審 査 基 準 日 が 、 申 請 を

す る 日 の 、 １ 年 ７ 月 前 の 日 以 後 の も の

に 限 る 。 ）

な お 、 申 請 者 が 官 公 需 適 格 組 合 で あ

る と き は 、 当 該 組 合 及 び 構 成 組 合 員 の

総 合 評 定 値 通 知 書 の 写 し を そ れ ぞ れ 添

付 す る 。

 納 税 証 明 書 （ 申 請 者 が 個 人 で あ る と

き は ， 国 税 通 則 法 施 行 規 則 （ 昭 和 3 7 年

大 蔵 省 令 第 2 8 号 。 以 下 「 国 税 規 則 」 と

い う 。 ） 別 紙 第 ９ 号 書 式 （ そ の ３ ） 又

は （ そ の ３ の ２ ） ， 法 人 で あ る と き は ，

国 税 規 則 別 紙 第 ９ 号 書 式 （ そ の ３ ） 又

は （ そ の ３ の ３ ） （ 以 下 「 納 税 証 明 書

そ の ３ 等 」 と い う 。 ） ） 又 は そ の 写 し

た だ し 、 証 明 年 月 日 が 申 請 書 提 出 以

前 の ３ 箇 月 以 内 に 発 行 さ れ た 納 税 証 明

書 そ の ３ 等 を 添 付 す る 。
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 申 請 者 が 官 公 需 適 格 組 合 で あ る と き

は 、 共 同 企 業 体 等 調 書

ウ 測 量 等 に 係 る 申 請 書 類

 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 審 査 申

請 書 （ 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 ）

 添 付 書 類

建 設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 業 者 （ 建 設 コ

ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程 （ 昭 和 5 2 年 建 設 省

告 示 第 7 1 7 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 登 録 簿 に

登 録 を 受 け た 者 ） は 、 建 設 コ ン サ ル タ ン

ト 登 録 規 程 第 ７ 条 に 規 定 す る 現 況 報 告 書

の 写 し の 提 出 が 、 地 質 調 査 業 登 録 業 者

（ 地 質 調 査 業 者 登 録 規 程 （ 昭 和 5 2 年 建 設

省 告 示 第 7 1 8 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 登 録 簿

に 登 録 を 受 け た 者 ） は 、 地 質 調 査 業 者 登

録 規 程 第 ７ 条 に よ る 現 況 報 告 書 の 写 し の

提 出 が あ れ ば 、 そ の 登 録 部 門 に 該 当 す る

業 種 に つ き 、 次 に 掲 げ る ② 、  、  及 び

 の 書 類 の 添 付 を 省 略 す る こ と が で き る 。

 業 態 調 書
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 測 量 等 実 績 調 書

 技 術 者 経 歴 書

 営 業 所 一 覧 表

 営 業 に 関 し 、 法 律 上 必 要 と す る 登 録

の 証 明 書 の 写 し

 申 請 者 が 法 人 で あ る と き は 、 登 記 事

項 証 明 書 又 は 商 業 登 記 簿 謄 本 の 写 し 、

申 請 者 が 個 人 で あ る と き は 、 身 元 証 明

書 又 は そ の 写 し で 、 証 明 年 月 日 が 申 請

書 提 出 以 前 の ３ 箇 月 以 内 に 発 行 さ れ た

も の を 添 付 す る 。

 財 務 諸 表 類 （ 申 請 を す る 日 の 直 前 の

営 業 年 度 の 終 了 日 （ 以 下 「 審 査 基 準

日 」 と い う 。 ） の 直 前 １ 年 間 の 事 業

（ 営 業 ） 年 度 分 に 係 る 貸 借 対 照 表 、 損

益 計 算 書 、 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び

個 別 注 記 表 （ 申 請 者 が 個 人 で あ る と き

は 、 書 類 審 査 基 準 日 の 直 前 １ 年 間 の 事

業 （ 営 業 ） 年 度 の 貸 借 対 照 表 及 び 損 益

計 算 書 ) ）
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 納 税 証 明 書 そ の ３ 等 又 は そ の 写 し で 、

証 明 年 月 日 が 申 請 書 提 出 以 前 の ３ 箇 月

以 内 に 発 行 さ れ た も の を 添 付 す る 。

４ 申 請 書 等 に 使 用 す る 言 語 等

申 請 書 等 は 、 日 本 語 で 記 載 す る も の と す る 。

添 付 書 類 の う ち 外 国 語 で 記 載 さ れ て い る も の に

つ い て は 、 日 本 語 の 訳 文 を 添 付 し 、 金 額 表 示 に

つ い て は 、 出 納 官 吏 事 務 規 程 （ 昭 和 2 2 年 大 蔵 省

令 第 9 5 号 ） 第 1 6 条 に 規 定 す る 外 国 貨 幣 換 算 率 に

よ り 得 た 邦 貨 額 を 記 載 す る 。

５ 競 争 に 参 加 す る こ と が で き な い 者

 予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 昭 和 2 2 年 勅 令 第 1 6 5

号 。 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ） 第 7 0 条 に 該 当

す る 者

な お 、 未 成 年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で

あ っ て 、 契 約 締 結 の た め に 必 要 な 同 意 を 得 て

い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な 理 由 が あ る 場 合 に

該 当 す る 。

 予 決 令 第 7 1 条 に 該 当 す る 者

 経 営 状 態 が 著 し く 不 健 全 で あ る と 認 め ら れ
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る 者

 申 請 書 又 は 添 付 書 類 中 の 重 要 な 事 項 に つ い

て 虚 偽 の 記 載 を し 、 又 は 重 要 な 事 項 に つ い て

記 載 を し な か っ た 者

 建 設 工 事 に つ い て は 、 建 設 業 法 第 ３ 条 の 規

定 に よ る 許 可 （ プ レ ハ ブ 工 事 に つ い て は 建 築

一 式 工 事 に 係 る 許 可 ） 及 び 前 記 ３ の  の イ の

 の  記 載 の 総 合 評 定 値 の 通 知 を 受 け て い な

い 者

 測 量 等 に つ い て は 、 営 業 に 関 し 法 律 上 必 要

な 資 格 等 を 有 し な い 者

６ 競 争 参 加 者 の 資 格 及 び そ の 審 査

 前 記 ５ の 競 争 に 参 加 す る こ と が で き な い 者

に つ い て は 、 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 定 す る 。

 建 設 工 事

前 記 ５ の 競 争 に 参 加 す る こ と が で き な い 者

以 外 の 者 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 項 目 に つ い

て 、 総 合 点 数 を 付 与 し 、 希 望 工 事 種 別 ご と に

総 合 点 数 の 高 点 順 （ 同 点 の 場 合 は 、 年 間 平 均

完 成 工 事 高 の 多 い 順 。 ） に 配 列 し 、 等 級 の 区
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分 を 設 け て い る 工 事 種 別 に つ い て は 高 点 順 に

等 級 及 び 当 該 等 級 に お け る 順 位 を 付 し て 、 競

争 参 加 資 格 を 認 定 し 、 等 級 の 区 分 を 設 け て い

な い 工 事 種 別 に つ い て は 、 当 該 工 事 種 別 に お

け る 順 位 を 付 し て 、 競 争 参 加 資 格 を 認 定 す る 。

ア 希 望 工 種 区 分 ご と の 年 間 平 均 完 成 工 事 高

イ 経 営 規 模 （ 自 己 資 本 額 、 利 払 前 税 引 前 償

却 前 利 益 ）

ウ 経 営 状 況 （ 純 支 払 利 息 比 率 、 負 債 回 転 期

間 、 売 上 高 経 常 利 益 率 、 総 資 本 売 上 総 利 益

率 、 自 己 資 本 対 固 定 資 産 比 率 、 自 己 資 本 比

率 、 営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー （ 絶 対 額 ） 、 利

益 剰 余 金 （ 絶 対 額 ） ）

エ 希 望 工 種 区 分 ご と の 平 均 技 術 職 員 数

オ 希 望 工 種 区 分 ご と の 元 請 完 工 高

カ 労 働 福 祉 の 状 況

キ 営 業 年 数

ク 防 災 活 動 へ の 貢 献 の 状 況

ケ 法 令 遵 守 の 状 況

コ 建 設 業 の 経 理 に 関 す る 状 況
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サ 研 究 開 発 の 状 況

 測 量 等

前 記 ５ の 競 争 に 参 加 す る こ と が で き な い 者

以 外 の 者 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 項 目 に つ い

て 、 総 合 点 数 を 付 与 し 、 希 望 業 務 種 別 ご と に

総 合 点 数 の 高 点 順 （ 同 点 の 場 合 は 、 年 間 平 均

実 績 高 の 多 い 順 。 ） に 配 列 し 、 当 該 業 務 種 別

に お け る 順 位 を 付 し て 、 競 争 参 加 資 格 を 認 定

す る 。

ア 希 望 業 種 区 分 ご と の 年 間 平 均 実 績 高

イ 希 望 業 種 区 分 ご と の 有 資 格 職 員 数

ウ 直 前 の 営 業 年 度 の 自 己 資 本 額

エ 営 業 年 数

７ 資 格 審 査 結 果 の 通 知

「 資 格 決 定 通 知 書 」 に よ り 通 知 す る 。

８ 資 格 の 有 効 期 間

資 格 認 定 の と き か ら 平 成 2 5 年 ３ 月 3 1 日 ま で と

す る 。

９ そ の 他

 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 と し て の 競 争 参 加
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者 の 認 定

特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 と し て の 競 争 参 加

者 の 資 格 を 得 よ う と す る 者 の 申 請 方 法 等 に つ

い て は 、 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 に よ り 競 争

を 行 わ せ る 工 事 ご と に こ れ を 公 示 す る 。

 会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 の 決 定 を

受 け た 者 及 び 民 事 再 生 法 に 基 づ く 再 生 手 続 開

始 の 決 定 を 受 け た 者 の 取 扱 い

今 回 の 申 請 時 に お い て 会 社 更 生 法 （ 平 成 1 4

年 法 律 第 1 5 4 号 ） に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 の 申 立

て 中 の 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2

5 号 ） に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て 中 の 者 は 、

手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 一 般 競 争 （ 指

名 競 争 ） 参 加 資 格 の 審 査 の 申 請 を 行 う こ と

（ 以 下 、 同 決 定 を 受 け た 者 を 「 更 生 手 続 等 開

始 決 定 者 」 と い う ｡ ) 。

平 成 2 3 ・ 2 4 年 度 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加

資 格 の 有 資 格 者 と し て 確 認 を 受 け た 後 に 更 生

手 続 等 開 始 決 定 者 と な っ た 者 は 、 別 に 定 め る

手 続 に よ り 再 度 の 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加
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資 格 の 審 査 の 申 請 を 行 う こ と が で き る 。

な お 、 更 生 手 続 等 開 始 決 定 者 は 、 再 度 の 一

般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て

い な い と き は 、 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） に お い

て 競 争 参 加 資 格 が あ る こ と の 確 認 が な さ れ な

い 場 合 が あ る 。

 合 併 等 に よ り 新 た に 設 立 さ れ た 会 社 等 の 取

扱 い

合 併 等 に よ り 新 た に 設 立 さ れ た 会 社 等 と は 、

次 の ア か ら オ に 掲 げ る 会 社 等 を い い 、 合 併 等

後 の 経 営 事 項 審 査 を 受 け て い る 者 は 、 別 に 定

め る 手 続 に よ り 再 度 の 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ）

参 加 資 格 の 審 査 の 申 請 を 行 う こ と 。

ア 合 併 又 は 分 割 に よ り 新 た に 会 社 が 設 立 さ

れ た 場 合 に お け る 新 設 会 社 又 は 合 併 に よ り

存 続 し た 場 合 の 存 続 会 社

イ 親 会 社 が そ の 営 業 （ 建 設 業 ） の 一 部 を 独

立 さ せ る た め 新 た に 子 会 社 を 設 立 し 、 子 会

社 が 親 会 社 の 当 該 営 業 部 門 を 譲 り 受 け た こ

と に よ り 、 親 会 社 の 当 該 営 業 部 門 の 営 業 活



13

動 が 廃 止 さ れ 、 又 は 休 止 さ れ た 場 合 に お け

る 子 会 社

ウ 新 た に 会 社 が 設 立 さ れ 、 当 該 会 社 が 他 の

会 社 の 営 業 （ 建 設 業 ） の 全 部 又 は 一 部 を 譲

り 受 け た こ と に よ り 当 該 営 業 を 譲 渡 し た 会

社 の 当 該 営 業 部 門 の 営 業 活 動 が 廃 止 さ れ 、

又 は 休 止 さ れ た 場 合 に お け る 新 設 会 社

エ 既 存 の 建 設 会 社 が 他 の 建 設 会 社 か ら 営 業

（ 建 設 業 ） の 全 部 又 は 一 部 を 譲 り 受 け た こ

と に よ り 当 該 営 業 を 譲 渡 し た 建 設 会 社 の 当

該 営 業 部 門 の 営 業 活 動 が 廃 止 さ れ 、 又 は 休

止 さ れ た 場 合 に お け る 当 該 営 業 を 譲 り 受 け

た 建 設 会 社

オ 営 業 （ 建 設 業 ） の 全 部 又 は 一 部 を 他 の 会

社 に 承 継 さ せ る た め に 会 社 分 割 を 行 っ た 会

社 の 当 該 営 業 部 門 の 営 業 活 動 が 廃 止 さ れ 、

又 は 休 止 さ れ た 場 合 に お け る 当 該 営 業 を 承

継 し た 会 社

 国 土 交 通 省 が 認 定 し た 企 業 集 団 に 属 す る 建

設 業 者 に 係 る 経 営 事 項 審 査 を 受 け た も の の 取
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扱 い

建 設 業 法 第 2 7 条 の 2 3 第 ３ 項 の 経 営 事 項 審 査

の 項 目 及 び 基 準 を 定 め る 件 （ 平 成 2 0 年 国 土 交

通 省 告 示 第 8 5 号 ） 附 則 第 ４ 項 及 び 第 ６ 項 の 規

定 に よ る 国 土 交 通 大 臣 が 認 定 し た 企 業 集 団 に

属 す る 建 設 業 者 に 係 る 経 営 審 査 事 項 を 受 け た

者 は 、 別 に 定 め る 手 続 に よ り 一 般 競 争 （ 指 名

競 争 ） 参 加 資 格 の 審 査 の 申 請 を 行 う こ と が で

き る 。

別 記 提 出 場 所

［ 掲 載 順 序 受 付 対 象 受 付 部 局 郵 便 番 号

所 在 地 電 話 番 号 ］

 東 京 高 等 裁 判 所 管 内 （ 東 京 都 、 神 奈 川 県 、

埼 玉 県 、 千 葉 県 、 茨 城 県 、 栃 木 県 、 群 馬 県 、

静 岡 県 、 山 梨 県 、 長 野 県 、 新 潟 県 ） に 本 社 が

あ り 、 主 と し て 同 管 内 で の 受 注 を 希 望 す る 者

東 京 高 等 裁 判 所 事 務 局 会 計 課 営 繕 係 〒 1 0

0 - 8 9 3 3 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 １ － １ － ４

電 話 0 3 － 3 5 8 1 － 1 5 4 6

 大 阪 高 等 裁 判 所 管 内 （ 大 阪 府 、 京 都 府 、 兵
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庫 県 、 奈 良 県 、 滋 賀 県 、 和 歌 山 県 ） に 本 社 が

あ り 、 主 と し て 同 管 内 で の 受 注 を 希 望 す る 者

大 阪 高 等 裁 判 所 事 務 局 会 計 課 営 繕 係 〒 5 3

0 - 8 5 2 1 大 阪 府 大 阪 市 北 区 西 天 満 ２ － １ － 1 0

電 話 0 6 － 6 3 1 6 － 2 5 5 5

 名 古 屋 高 等 裁 判 所 管 内 （ 愛 知 県 、 三 重 県 、

岐 阜 県 、 福 井 県 、 石 川 県 、 富 山 県 ） に 本 社 が

あ り 、 主 と し て 同 管 内 で の 受 注 を 希 望 す る 者

名 古 屋 高 等 裁 判 所 事 務 局 会 計 課 営 繕 係 〒

4 6 0 - 8 5 0 3 愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 三 の 丸 １ － ４

－ １ 電 話 0 5 2 － 2 0 3 － 0 1 6 2

 広 島 高 等 裁 判 所 管 内 （ 広 島 県 、 山 口 県 、 岡

山 県 、 鳥 取 県 、 島 根 県 ） に 本 社 が あ り 、 主 と

し て 同 管 内 で の 受 注 を 希 望 す る 者 広 島 高 等

裁 判 所 事 務 局 会 計 課 営 繕 係 〒 7 3 0 - 0 0 1 2 広

島 県 広 島 市 中 区 上 八 丁 堀 ２ － 4 3 電 話 0 8 2 － 2

2 1 － 2 4 4 9

 福 岡 高 等 裁 判 所 管 内 （ 福 岡 県 、 佐 賀 県 、 長

崎 県 、 大 分 県 、 熊 本 県 、 鹿 児 島 県 、 宮 崎 県 、

沖 縄 県 ） に 本 社 が あ り 、 主 と し て 同 管 内 で の
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受 注 を 希 望 す る 者 福 岡 高 等 裁 判 所 事 務 局 会

計 課 営 繕 係 〒 8 1 0 - 8 6 0 8 福 岡 県 福 岡 市 中 央

区 城 内 １ － １ 電 話 0 9 2 － 7 8 1 － 3 1 4 1 内 線 2 2 1 2

 仙 台 高 等 裁 判 所 管 内 （ 宮 城 県 、 福 島 県 、 山

形 県 、 岩 手 県 、 秋 田 県 、 青 森 県 ） に 本 社 が あ

り 、 主 と し て 同 管 内 で の 受 注 を 希 望 す る 者

仙 台 高 等 裁 判 所 事 務 局 会 計 課 営 繕 係 〒 9 8 0 -

8 6 3 8 宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 片 平 １ － ６ － １

電 話 0 2 2 - 2 2 2 - 6 1 1 1 内 線 2 1 1 4

 札 幌 高 等 裁 判 所 管 内 （ 北 海 道 ） に 本 社 が あ

り 、 主 と し て 同 管 内 で の 受 注 を 希 望 す る 者

札 幌 高 等 裁 判 所 事 務 局 会 計 課 営 繕 係 〒 0 6 0 -

0 0 4 2 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 大 通 西 1 1 電 話 0 1

1 － 2 9 0 － 2 1 0 8

 高 松 高 等 裁 判 所 管 内 （ 香 川 県 、 徳 島 県 、 高

知 県 、 愛 媛 県 ） に 本 社 が あ り 、 主 と し て 同 管

内 で の 受 注 を 希 望 す る 者 高 松 高 等 裁 判 所 事

務 局 会 計 課 営 繕 係 〒 7 6 0 - 8 5 8 6 香 川 県 高 松

市 丸 の 内 １ － 3 6 電 話 0 8 7 － 8 5 1 － 1 6 4 7

  な い し  ま で の 受 付 対 象 の い ず れ に も 該
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当 し な い 者 又 は 全 国 で の 受 注 を 希 望 す る 者

最 高 裁 判 所 事 務 総 局 経 理 局 営 繕 課 契 約 係 〒

1 0 2 - 8 6 5 1 東 京 都 千 代 田 区 隼 町 ４ － ２ 電 話

0 3 － 3 2 6 4 － 8 1 1 1 内 線 3 5 1 3


